
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

市 川 町 商 工 会 ニ ュ ー ス 
令和 8年 4月 24日発行 

支援金のご案内 令和 8 年度雇用保険料率のご案内  
令和 8年 4月 1日から、労働者負担・事業主負担の雇用保険料率が変更になっています。 

給与計算の際には料率が変更できているかどうか再度確認をお願いいたします。 

    負担者 

 

事業の種類        

① 

労働者負担 
（失業等給付・ 
育児休業給付の 
保険料率のみ）  

② 

事業主負担 

  

①＋② 

雇用保険料率 
失業等給付・ 

育児休業給付の 

保険料率 

雇用保険二事業 

の保険料率 

一般の事業 5/1,000 8.5/1,000 5/1,000 3.5/1,000 13.5/1,000 

（令和 7 年度） 5.5/1,000 9/1,000 5.5/1,000 3.5/1,000 14.5/1,000 

農林水産・ ※ 
清酒製造の事業 

6/1,000 9.5/1,000 6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000 

（令和 7 年） 6.5/1,000 10/1,000 6.5/1,000 3.5/1,000 16.5/1,000 

建設の事業 6/1,000 10.5/1,000 6/1,000 4.5/1,000 16.5/1,000 

（令和 7 年） 6.5/1,000 11/1,000 6.5/1,000 4.5/1,000 17.5/1,000 

 
（枠内の下段は令和 7 年 4 月から令和 8 年 3 月の雇用保険料率） 

 
※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については 

一般の事業の率が適用されます。 

保険料率変更のお知らせ 

令和 8年 3月分（4月納付分）からの保険料率が変更になっています。 

健康保険料率は変更となります 

令和 8年 2月分（3月納付分）まで給与・賞与の 令和 8年 3月分（4月納付分）から給与・賞与の 

10.16％ 10.12％ 

 

介護保険料率も変更となります 

令和 8年 2月分（3月納付分）までの給与・賞与の 令和 8年 3月分（4月納入分）から給与・賞与の 

1.59％ 1.62％ 

 

子ども・子育て支援金が新たにスタートします（令和 8年 4月分から） 

0.23％ 

※健康保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金は労使折半となります。 

※40 歳から 64 歳までの方（介護保険第 2 号被保険者）には、健康保険料率と子ども・子育て支援金率に介護保険料率が加わります。 

※賞与については、支給日が 3 月 1 日分から変更後の保険料率が適用されます。 



 

     【事 務 局 長】中井 

【総 務 課】山本悟・藤原 

【経営支援課】長谷川・坪田・山本昌代 

＜各種お問合せ＞  
〒679-2315 神崎郡市川町西川辺 163-1 

TEL：0790-26-0099 FAX：0790-26-0674 

 
臨時休館のお知らせ 

 
第 66回通常総代会開催に伴い、下記の日程を臨時休館とさ

せていただきます。 

ご迷惑をおかけいたしますがご理解をお願いいたします。 

休館日：5 月 20 日㈬ 14 時～17 時半 

事業所情報の変更について 

会員事業所の登録内容が変更となりましたら商工

会までお知らせいただきますようお願い申し上げ

ます。（事業者名、代表者名、住所、登録電話番

号等） 

市川町商工会では会員事業者を対象に、エネルギー価格・物価の高騰、賃上げ・最低賃金引き上げ、インボイス制

度への対応といった事業環境変化による影響を受ける中小企業・小規模事業者からの経営相談や各種申請サポート

対応等を行うため、専門家（中小企業診断士、社会保険労務士 等）による個別相談会を実施いたします。「当社は

こういった補助金を使える？」「SNS を使って販路を広げていきたいのだけどどうしたらいい？」「従業員を雇用し

たいのですがどうしたらいい？」など事業に関するご相談でしたら何でもご相談ください。相談は無料です。ぜひ

この機会にご相談ください。 
 

開 催 日：令和 8 年 4 月～令和 9 年 1 月末まで≪毎月 4 日程度≫ 

     ※開催日についてはお問い合わせください。 

対応時間：10 時～12 時、13 時～15 時 ※1 回につき 2 時間まで 

お 申 込：事前予約制 

専 門 家：荒木慎吾氏（中小企業診断士） 

藤尾政明氏（中小企業診断士） 

小野暁子氏（社会保険労務士） 

※相談内容によっては、他の専門家での対応も可能です。 

※「Zoom」を使用したリモート相談にも対応しています。 

※他にも、創業・事業承継・顧客管理・物価高騰対策・新事業展開等  

 個別に専門家を派遣することも可能ですのでお気軽にご相談ください。 

 

中小・小規模事業者向け経営個別相談会のご案内 


